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１．ガイドラインの概要
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これまでの経緯

令和元年度職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定 第2版20190806

厚生労働省は平成23年度告示の「第9次職業能力開発

基本計画」に基づき、公的職業訓練（ハロートレーニン

グ）の大きな担い手である民間教育訓練機関が提供す

る職業訓練サービスの質の向上を図るため、平成23年

度に『民間教育訓練機関における職業訓練サービスガ

イドライン』（以下、「ガイドライン」という。）を策定。

その後、厚生労働省は「ガイドライン」の周知・普及のた

め、①民間教育訓練機関への周知、②厚生労働省HP

におけるガイドライン掲載、③ガイドラインに関する講習

会や個別相談会の開催、等を実施。

平成28・29年度において、制度の試行実施としてのトラ

イアルテストを実施。

平成30年度より 「ガイドライン適合事業所認定」を実施。

平成30年度より

「ガイドライン適合事業所認定」実施

平成25～29年度「ガイドライン」周知・普及
①民間教育訓練機関へ周知
②厚生労働省HPに掲載
③講習会開催・個別相談会開催 等

平成23年度 「ガイドライン」 策定

平成28・29年度
「ガイドライン適合事業所認定トライアルテスト」

実施

令和元年度は実施2年目
今ここ
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ガイドラインの概要（１）

ガイドライン本文
職業訓練サービスと民間教育訓練機関のマネジメントについて、それぞれの質の
向上のための具体的な取組を記載

質向上のための取組例
ガイドラインの項目にあわせて、民間教育訓練機関で実際に取り組まれている職
業訓練サービスの質の向上のための実践例や更なる質の向上のための参考例
を掲載

民間教育訓練機関における職業訓練サービスの質の向上のための
自己診断表

ガイドライン本文の記載事項に対して、各取組の現状を自己診断（確認）するため
の診断表

ガイドラインは以下のもので構成されています。
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 ガイドラインは厚生労働省のHPよりダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/

minkan_guideline.html

民間教育訓練機関における職業訓練サービスの

質向上のための自己診断表
（ガイドラインに基づく自己診断表）ガイドライン本文

ガイドラインの概要（２）
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ガイドラインで示されている指針の概要

・ニーズ等の明確化
・職業訓練サービスの設計
・職業訓練サービスの実施
・職業訓練サービスのモニタリング
・職業訓練サービスの評価

職業訓練サービスについて

・マネジメントシステムの確立
・事業戦略及び計画
・マネジメントシステムに関する情報共有
・記録及び文書管理
・財務管理及びリスク管理
・人事管理並びに人的及び物的資源の管理
・見直し及び改善

民間教育訓練機関のマネジメントについて
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２．ガイドライン適合事業所認定の概要
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「ガイドライン適合事業所認定」制度の趣旨

ガイドラインに基づいて公的職業訓練等1の質向上

の取組を行う民間教育訓練機関2に対して審査を

行い、ガイドラインに対する適合の可否を認定する。

1 ：公的職業訓練等とは、以下を指します。
・ 公的職業訓練

（公共職業訓練のうち委託訓練、求職者支援訓練）
・ 教育訓練給付制度の指定講座

2 ：民間教育訓練機関とは、あらゆる規模の民間の組織又は個人で、職業訓練サービスを
提供する者。
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①訓練の質の向上につながる
組織内のメリット

 業務の明確化・明文化
 課題の洗い出し
 業務フロー（仕組）の再構築

 訓練の質向上について組織内の意識の共有化
 PDCAサイクルを確立・運用することにより、
業界を取り巻く環境変化への対応力向上 等

②求職者支援訓練の認定申請の際の加点ポイントとなる
（令和元年度10月以降開講分より適用）

③適合事業所名が公表される（ガイドライン適合事業所認定の公式Webサイト上）

④認定証が付与される（有効期間は認定日から起算して3年を経過する日の属する月の末日まで）

⑤認定マークを広報等に使用することができる

対外的なメリット

「ガイドライン適合事業所認定」制度のメリット

民間教育訓練機関

ガイドラインに
基づいた

質向上の取組

適合事業所審査認定機関（審査員）

ガイドラインに
基づいた審査

第三者による審査質向上への取組 認定取得
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制度の仕組

① 申請：ガイドライン適合事業所認定の取得を希望する
事業所は、申請要件を満たした上で、厚生労
働省から委託を受けた審査認定機関に所定の
申請書類等を提出します。（※申請には、審査認
定機関が定める所定の審査認定料がかかります。）

② 審査：申請書類等をもとに審査認定機関の審査員が
書類審査を行います。書類審査の完了後、審
査員が事業所を訪問し現地審査を実施します。
現場確認や関係者ヒアリング等を行い、ガイド
ラインに示されている指針を満たしているか
（適合/不適合）を判断し、認定の可否を決定し
ます。

③ 報告：審査認定機関は審査結果（適合/不適合）を認
証委員会へ報告します。

④ 認証：審査認定機関による審査結果（適合/不適合）
を認証委員会が認証します。

⑤ 認定：適合の場合には、審査認定機関から事業所へ
認定証が付与されます。

委託

管理・運営

申
請
機
関

審
査
認
定
機
関

認
証
委
員
会

①申請

②審査

③報告

④認証
⑤認定

運営受託団体事務局

厚生労働省

令和元年度職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定 第2版20190806 11



１．ガイドラインを用いて、既に職業訓練サービスの質の向上に取り組んでいる※民間

教育訓練機関であること。具体的には、「自己診断表兼補正報告書」（様式1-8）（以

下、「自己診断表」という。）において、自己診断の結果が全て「◎」（できている）で

あること。ただし当該民間教育訓練機関において適用外である確認事項は除く。

２．「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン研修」を受講した人員

を有していること。

３．以下に該当する教育訓練を、現在実施しているか、又は将来実施する計画がある

こと。

①公的職業訓練 ②教育訓練給付制度の指定講座

申請要件（１）
 ガイドライン適合事業所認定の申請には、申請時に原則以下１～１０の申請
要件を全て満たしていることが必要です。また、審査の対象範囲は事業所単
位です。
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※「ガイドラインを用いて、既に職業訓練サービスの質の向上に取り組んでいる」とは、ガイドライン研修を受講
した方が中心となり、ガイドラインを用いて職業訓練サービスの質の向上に取り組んだ上で、その取り組み状
況を内部監査で確認し、必要に応じて是正活動などを行った結果、 「自己診断表兼補正報告書」（様式1-8）の
自己診断の結果が全て「◎（できている）」となっていることです。
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４．公的職業訓練及び教育訓練給付制度の指定講座の実施に関して、
以下に該当しないこと。

① 過去に重大な不正行為等により求職者支援訓練の認定又は委託訓練の選定を
取り消されたことがある。
② 過去に重大な不正行為等以外の理由により求職者支援訓練の認定又は委託訓
練の選定を取り消されたことがあり、その取消日から起算して5年を経過していない。
③ 過去に教育訓練給付制度において講座指定を取り消されたことがあり、指定取消
日から起算して5年を経過していない。

５．直近3年間、租税等の納付を適正に行っていること。

６．暴力団関係事業主ではないこと。

７．風俗営業等関係事業主ではないこと。

８．上記５．から７．に掲げるもののほか、職業訓練の実施に関して不適
切な行為並びにその他関係法令の規定に反した行為を行っている
又は行ったことがある民間教育訓練機関ではないこと。

申請要件（２）
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９．次に掲げる全ての事項に該当する者であること。
なお、法令等違反した者の範囲については、金融商品取引法（昭和
23年法律第25号）第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様
式及び作成方式に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）及び連
結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和51年大
蔵省令第28号）で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関
連会社」、「連結会社」の範囲とする。

① 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適
用及びこれらに係る保険料の未納がないこと（認定の申請時点において、直近2年
間の保険料の未納がないこと。）。

② 過去3年間に労働関係法令等違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、
職業訓練の実施に支障をきたすと判断される者でないこと。

１０．直近の事業年度において、債務超過の状況にないこと。また、組
織の経理（決算、財務諸表等）が公表されている等、容易に確認でき
ること。

申請要件（３）
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① 認定対象の拡大

昨年度の認定対象であった公的職業訓練を実施している（又は実施予定である）事業所に加え、教育訓練給

付制度の指定講座を実施している（又は実施予定である）事業所（※）も認定対象とする。

※ 雇用保険法第60条の２第１項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練を実施する者の事業所のこと。

② 認定マークの決定

審査認定機関から認定を受けた事業所（適合事業所）は、ガイドラインに

適合していることの証として「職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定

の認定マーク」（以下、「認定マーク」という。）を広報等に使用することができる。

なお、使用に関しては、運営要領に定めるとおり、 「令和元年度

職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定マークの使用規程」

（運営要領の別添4）に従う。
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平成30年度からの主な変更点（１）

公的職業訓練

求職者支援訓練 委託訓練

教育訓練給付制度

指定講座
を実施している（実施予定である）

事業者が認定の対象

今年度より追加

認定マーク

今年度決定
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③ ガイドラインの改定

民間教育訓練機関にとって更に分かりやすく、使いやすいガイドラインとなるよう、主に以下の点につ

いてガイドラインの改定が行われた。
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平成30年度からの主な変更点（２）

【主な改定内容】（平成31年4月24日厚生労働省プレスリリースより抜粋）

e-ラーニングによる訓練が、今後増加していくことを想定し、本人確認や
職業訓練能力の習得状況のモニタリング方法等について追記。

内部監査として、具体的に職業訓練機関が行うべき手順、実施者、是正
処置等について取組の記載を充実。

自己診断表の項目について、本文の指針の項目と自己診断表の項目を
整合させ、本文の指針に合わせて分かりやすく整理。

自己診断表のエビデンス欄について、「手順・マニュアル」「証拠・記録・記
録文書等の管理」「維持更新管理」の４つの欄を「エビデンスの名称（作成
日/改訂日）」にまとめ、各教育訓練機関のエビデンス文書名とその維持・
更新日を記載する形に変更。

e-ラーニング
について追記

内部監査に関する
具体的な取組を記載

指針に合わせた
自己診断表

自己診断表
エビデンス欄の改良

１

２

３

４

今年度改定
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ガイドラインに基づいた質向上の取組

「ガイドライン」

3.1 職業訓練のニーズ等の明確化
3.1.1 ニーズ等の把握
【指針】 民間教育訓練機関は、質の良い職業訓練サー

ビスを設計又は開発して提供するに当たり、職業訓練
サービスに関する以下のニーズ等の把握等を行う。

(1) 経済及び雇用失業情勢、
産業構造等の社会動向の把握

(2) 事業所等のニーズの把握
(3) 受講予定者等のニーズの把握
(4) 多様なニーズ等の把握
(5) 「ニーズ等の把握」に関する管理

取組例 ガイドライン3.1.1「ニーズ等の把握」に基づいた質向上の取組の手順

①ガイドラインを理解する ②質向上に取り組む

（P.12）

3.1.1 ニーズ等の把握

【その他の参考例】（事例1）
a.職業訓練サービスを提供
する地域の産業や雇用の
実態を3年毎に把握し、整
理している。

（P.50～51）

※【指針の補足説明】もよくお読みください。

③記録する

「自己診断表兼
補正報告書」

※以下の取組の手順を参考に、全ての指針に基づき質向上に取り組んでください。

取組例を参考に
事業所の状況に
あわせた質向上の
取組を実施する

（本文を読み指針について理解する）

（ガイドラインの参考資料 「職業訓練サービス
の質の向上のための取組例」を参考にする）

（実施した質向上の取組に
ついて「自己診断表兼補正
報告書」に記入する）

※「自己診断表兼補正報告
書」は、質向上の取組概要
を記入する申請書類です。
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審査の観点

申請機関
審査認定機関
（審査員）

その他の
申請書類

自己診断表
エビデンス（写）

自己診断表
兼

補正報告書

申請機関は、ガイドラインに基づいた質向上の取組を
行った上で、申請書類一式を提出し、認定の申請を行う。

ガイドラインに
基づいた

質向上の取組

ガイドラインに
基づいた審査

「ガイドライン」

申請 是正補正

再提出・追加提出

書類審査

補正依頼 是正依頼

現地審査

審査認定機関は、ガイドラインに基づいた審査のポイント
に沿って、申請書類一式を確認し、審査を進める。

審査認定機関は、公的職業訓練等の質向上の取組が、
ガイドラインの指針を満たしているか否かを審査します。

「申請書類一式」
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 申請書類受付開始：8月30日（金）

 申請書類受付〆切：10月31日（木）

 申請から認定までの期間：2カ月半～3カ月程度
※スケジュールは審査認定機関によって異なり、変更となる場合があります。
※スケジュールについての詳細及び最新の情報は公式Webサイトにてご確認ください。

申請書類受付期間と審査のスケジュール

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

申請書類受付

書類審査

現地審査

審査結果の通知
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 令和元年度の申請受付予定数は180です。（申請は事業所単位です）
 申請数が申請受付予定数を超えた場合には、申請書類受付期間の途中であっても、受付
を停止することがあります。その場合には、申請書類を返却し、審査認定料を返金します。

 同一申請機関から多数の事業所について申請がある場合には、申請数について調整を
させて頂くことがあります。

※申請に関する具体的なご質問
（申請書類やエビデンスについて
の不明点等）は、公平性を期すた
めに8/19（月）より各審査認定機関
にて一斉に受付を開始いたします。
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申請書類の提出先と提出方法

 申請書類は、厚生労働省から委託を受けている審査認定機関へ提出
してください。

 審査認定機関については、公式Webサイトにてご確認の上、申請先と
なる審査認定機関を選択してください。

 審査認定機関は複数あり、それぞれ特色がありますが、審査内容や手
順は同じです。詳細は各審査認定機関へお問合せ下さい。

申請書類の提出先

 申請書類の提出方法は審査認定機関ごとに異なりますので、各審査
認定機関の指示に従いご提出ください。

申請書類の提出方法

令和元年度職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定 第2版20190806 20



1 申請書（鑑）

2 誓約書

3 申請機関及び受査事業所基本

情報報告書

4 貸借対照表（写）

5 損益計算書（写）

6 教育訓練実施体制図（組織図）

7 受査事業所保有機材一覧

8 受査事業所保有教室平面図

9 個人情報保護方針報告書

10 個人情報保護に関する認証等を

取得していることがわかる書類

申請書類（申請時の必要書類）

令和元年度職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定 第2版20190806

11 訓練実施状況報告書

12 公的職業訓練及び教育訓練給付

制度の指定講座について実施ま

たは実施予定であることがわかる

書類

13 講座内容報告書

14 講師基本情報報告書

15 自己診断表兼補正報告書

16 自己診断表エビデンス一覧

17 自己診断表エビデンス（写）

申請書類の詳細は、「申請の手引」の表１「申請書類一覧」をご確認ください。

※ の申請書類は、所定の様式があり、
配布資料として「申請書類（見本）」をご用意しております。
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審査及び認定に係る費用について

 審査認定料の他に、現地審査旅費について審査認定機関から請求さ
れます。

現地審査旅費について
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審査認定料について

 審査認定料は、ガイドライン適合事業所認定の審査及び認定に係る
手数料です。

令和元年度ガイドライン適合事業所認定における審査認定料は、
40～50万円（税抜）が目安金額になっています。

 審査認定料には、申請書類の確認に係る費用、書類審査に係る費用、
現地審査に係る費用、認定・登録に係る費用が含まれます。

 審査認定料は、審査認定機関からの指示に従い、金額・支払期限を
ご確認の上お支払いください。

審査及び認定に係る費用の詳細については、審査認定機関に直接ご確認ください。
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審査認定料の目安金額（運営要領別添3）
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申請書類の確認は３回まで
目安金額：５万円

（補正・再提出・追加提出の場合は無料）

書類審査は３回まで
目安金額：１５万円

（補正・再提出・追加提出の場合、追加料金は
１０万円。この追加料金は２・３回目の書類審

査に対して一括１０万円（税抜）とする。）

現地審査は１回まで
目安金額：１５万円

（是正活動に係る費用を含む。
但し、是正活動は１回まで。）

適合の場合の認定登録料
目安金額：５万円

目安金額の合計：４０万円
（書類審査２・３回目を実施した場合

５０万円となる。）

現地審査旅費
（担当審査員２名分を上限とする実費）

※目安金額は全て税抜きで記載

23



公式Webサイト
http://www.minkan-guideline-tekigo.info

ガイドライン適合事業所認定
公式Webサイトのご案内（1）
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・ホーム

・ガイドライン適合事業所認定とは

・審査認定のご案内

・審査認定機関一覧

↳審査認定機関のお問合せ先を掲載

・適合事業所一覧

・質保証取組の好事例の紹介

・適合事業所の皆様へ

・よくあるご質問
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ガイドライン適合事業所認定
公式Webサイトのご案内（2）

令和元年度職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定 第2版20190806

質保証取組の好事例についての
紹介ページ

適合事業所についての
公表ページ
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３．申請準備のポイント



↑ガイドライン適合事業所認定
公式Webサイト

http://www.minkan-guideline-tekigo.info

・制度の概要について掲載

・運営要領、申請の手引、申請書類
がダウンロード可能
・以下へのリンクあり

- ガイドライン適合事業所認定説明会の開催案内

- ガイドライン研修の開催案内

- 厚生労働省HP

運営要領

申請の手引

←運営要領

：制度の適正な運営を図る
ため、必要な事項を定め
たもの。

（申請要件、用語、利害関係者
の責務、審査・認定の仕組等）

←申請の手引

：申請機関／受査事業所
に対する、申請手続きに
ついてのマニュアル。
（申請の流れ、申請に必要な書
類、申請における注意点等）

配布
資料

配布
資料

1 申請準備に係る資料

申請書類
（見本）

←申請書類
：申請機関が申請の際に
提出する様式

配布
資料

・様式番号は「様式1-1」のように、1から始まる。
・原本及び見本は公式Webサイトよりダウンロード可能。
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公式
Webサイト
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2 申請準備の流れ

 制度の概要を確認する。

 申請に係る規程・資料をダウンロードする。（運営要領、申請の手引、
申請書類）

 運営要領及び申請の手引に記載の申請要件について、申請
時に全て満たしているか確認する。

 基本情報について

（申請書類No.1~10）

 訓練実施状況について

（申請書類No.11~14）

 ガイドラインを用いた質向上の取組について
（申請書類No.15~17）

 公式Webサイトに掲載の、今年度の審査認定機関に
ついて確認し、申請先を選択する。

 審査認定機関に申請方法を確認する。

審査認定料

の支払い※

※審査認定料は、審査認定機関からの指示に従い

金額・支払期限をご確認の上お支払いください。
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申請書類

公式Webサイト

の確認

申請要件

の確認

審査認定機関

の選択

審査認定機関へ

申請書類提出

申請書類

の準備

28



3 申請準備のポイント（1）
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★申請の準備についての留意事項

① 審査は、既にガイドラインに基づき職業訓練サービスの質向上に取り組んでい

ることを前提として進められます。「自己診断表兼補正報告書」（様式1-8）の

確認事項だけでなく、ガイドライン本文における指針をよく理解した上で、質

向上について取り組み、申請の準備を進めてください。

② 申請に関する具体的なご質問（申請書類やエビデンスについての不明点等）は、

8/19（月）10：00より各審査認定機関にて受付をいたします。

★申請書類の提出方法についての留意事項

審査認定機関ごとに、申請書類の提出方法（郵送・メール添付・Web等）が異

なりますので、申請書類作成前に予め申請書類の提出方法について各審査認定機

関へ詳細をご確認いただき、審査認定機関の指示に従って申請書類を作成してく

ださい。申請書類の提出方法によっては、6.6～6.7の作業は不要となりますのでご

留意ください。

「申請の手引」 P.6

「申請の手引」 P.7

審査認定料

の支払い

公式Webサイト
の確認

申請要件
の確認

審査認定機関
の選択

申請書類
の準備

「申請の手引」には
「★」印を付して

申請に関する留意事項を
記載しています。

審査認定機関へ

申請書類提出
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★申請書類の作成についての留意事項

①昨年度提出された申請書類において不備の多かった点をまとめ、参考資料３に

「申請書類に関するチェックリスト」として掲載しております。申請書類提出

の際の確認にご活用ください。

②昨年度の審査結果を踏まえ、理解不足の多く見受けられたガイドラインの参照

項番について、参考資料４に「審査のポイント及びエビデンス例」としてエビ

デンスの補足説明や例をまとめ、提出必須のエビデンスについても記載してお

ります。内容をご確認の上、申請書類「自己診断表エビデンス（写）」をご用

意ください。

3 申請準備のポイント（2）
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「申請の手引」 P.7

審査認定料

の支払い

公式Webサイト
の確認

申請要件
の確認

審査認定機関
の選択

申請書類
の準備

審査認定機関へ

申請書類提出
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「審査のポイント及びエビデンス例」

「申請の手引」に

として掲載参考資料４

31
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「審査のポイント及び
エビデンス例」」

冒頭１．
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「審査のポイント及びエビデンス例」の構成
ガイドライン参照項番：ガイドライン本文の指針ごとに付された番号を記載

自己診断表の確認事項：自己診断表の確認事項を審査のポイントとして記載

求められるエビデンス：
適合の判定にあたり、最低限確認すべきエビデ
ンスについて「種別」「補足説明」「例」を記載。

種別：求められるエビデンスの種別。指針と確認事項に基づき、以下の3種を表中に記載。

手順・マニュアル ：
ガイドラインの指針において、「規
程／規範の明文化」等が示されて
いる場合に求められるエビデンス
の種別。具体的には、文書管理規
程・行動規範等。

取組の証拠・記録 規程：
ガイドラインの指針において、「把握
／準備／整備／評価（等）について
の取組」が示されている場合に求め
られるエビデンスの種別。具体的に
は、その取組の記録・証拠・成果物等。

：
ガイドラインの指針において、「手順／仕組／方法
の明確化」等が示されている場合に求められるエ
ビデンスの種別。
具体的には、手順書・マニュアル・手引など、仕事
の進め方やノウハウに焦点をあて「誰が」「何を」
「いつ」「どうやって」といったことを明確にしたもの。

「補足説明」欄で「⇒○○の詳細は、P～」と記
載のあるものは、ガイドラインの該当ページ「P
～」を参照。

「審査のポイント及び
エビデンス例」」
冒頭２．～３．

参照

補足説明：
求められるエビデンスについての説明を記載。
補足説明に［必須項目］とあるものは、求められ
るエビデンスに記載されていなければならない
項目です。
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「審査のポイント及びエビデンス例」（留意事項）

４．提出必須のエビデンスについて

内部監査に関する以下のエビデンスは提出必須です。詳細は本紙4.7.2「内

部監査」をご確認ください。

・内部監査手順書（別添１に例を掲載）

・内部監査計画書（別添２に例を掲載）

・内部監査報告書

・是正処置報告書（是正を実施した場合のみ提出）

※別添３「エビデンスとして提出可能な求職者支援訓練認定様式一覧」

はエビデンスとして提出できる求職者支援訓練の認定申請様式について
まとめたものです。

「審査のポイント及び
エビデンス例」」

冒頭４．

参照
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審査認定機関について

令和元年度職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定 第2版20190806

 審査認定機関のお問合せ先については、公式Webサイト「審査認定機関一覧」をご覧ください。

 審査の概要や流れ（申請受付方法、審査手順等）に関しては、公式Webサイト「審査認定のご案
内」をよくお読みになった上で、ご不明点については審査認定機関へお問合せください。

 申請に関する具体的なご質問（申請書類やエビデンスについての不明点等）は、公平性を期すた
めに、8/19（月）より各審査認定機関にて一斉に受付を開始いたします。

機関
コード 審査認定機関名 区分

JM JAMOTE認証サービス株式会社 専門学校や各種学校の学校法人で行われてい
る職業訓練に精通している

職業訓練に関するマネジメントシステムに精通
している

遠隔地を含む地方都市で行われている職業訓
練に精通している

JD 一般社団法人
全国産業人能力開発団体連合会

資格取得や技能習得を目的とした職業訓練に
精通している

JS 日本規格協会ソリューションズ株式会社 高度な実務人材の養成を目的とした職業訓練
に精通している

令和元年度の審査認定機関は以下のとおりです。
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